


令和 6年度円山動物園自家用電気工作物準保安管理業務仕様書 

１ 目 的 
  本仕様書は、札幌市が管理運営している円山動物園の自家用電気工作物(以下、｢電気工
作物｣という。)の保安管理業務に関する役務契約の内容について、統一的な解釈及び運用
を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るため
のものである。 

２ 用語の定義 
仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 
(１) ｢委託者｣とは、札幌市長をいう。(以下｢甲｣という。) 

 (２) ｢受託者｣とは、業務の実施に関し、委託者と役務契約を締結した個人又は会社・そ 
の他の法人をいう。(以下｢乙｣という。) 

 (３) ｢契約書｣とは、令和６年度円山動物園自家用電気工作物の準保安管理業務に関する 
役務契約書をいう。 

 (４) ｢仕様書｣とは、業務の指示事項等を定める図書をいう。 
 (５) ｢特記仕様書｣とは、仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は、特別な事項を 

定める図書をいう。 

３ 業務名 
  令和 6 年度円山動物園自家用電気工作物準保安管理業務 

４ 業務概要 
  札幌市円山動物園における電気工作物の安全かつ正常な運用を確保するため、電気事 
業法に基づく電気主任技術者による保安点検等の業務の一部を委託するものとする。 

５ 委託期間 
  契約締結日から令和７年３月３１日までとする。 

６ 委託場所及び設備容量等 
保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。 
(１) 事業所の名称   札幌市円山動物園     
(２) 事業所の所在地  札幌市中央区宮ケ丘 3番地１   
(３) 電気工作物の概要 
・需要設備容量  受電設備容量  ２，６５５ｋＶＡ  受電電圧６．６ｋＶ 

(４) 業 種  動物園       








